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第41号(平成20年12月)

Ａ君（事故者、７歳）は兄と叔父の三人で、１１月２４日午前１０時００分頃か
ら唐津市湊浜漁港防波堤で魚釣りをしていました。午後零時１５分頃になって天
候も悪くなり、魚の餌も無くなったことから竿をたたむ準備をしていましたが、
Ａ君は自分で置いた釣竿につまずき、海中に転落しました。隣で釣りをしていた
叔父のＢさん（２５歳）が気づき、すぐに飛び込みＡ君を救助しましたが、岸壁
が高かったため這い上がることができず、岸壁で釣りをしていたＣさんに救助を
求めました。Ｃさんは付近航行中のヨットを手招きして呼び寄せ救助を依頼し、
二人はヨットに救助されました。Ａ君は救命胴衣を着けていませんでした。
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湊浜漁港
発生場所

湊浜漁港

唐津湾

 ～事故からの教訓～
岸壁、岩場、ﾃﾄﾗﾎﾟｯドから
の魚釣りの場合、足を滑ら
せたりｸｰﾗｰボックスの掛
け紐に足を絡ませ、誤って
海中転落する事故が発生し
ています。安全のため常に
救命胴衣を着用するように
しましょう。海中転落する
とﾊﾟﾆｯｸとなり、海水を
吸って重くなった着衣がま
とわり付いて溺れるケース
が多いようです。海中転落
しても決して慌てることな
く誰かに助けを求めてくだ
さい。浮いてさえいれば助
かる可能性は高くなりま
す。

　免許や船舶検査が不要な船舶（いわゆるミニボート）の範囲が拡大されて約５年がたちまし
た。簡単に車に積むことができ、安価でもあることから利用者は増えているようですが、ミニ
ボートの海難も全国的に増加しています。ミニボートの特性をもう一度考え、事故防止に努めて
ください。

コンパクトなことから、洋上では手漕ぎボートと同様
に気象や他の船の航走波の影響を受けやすく、転覆し
て海上に投げ出される危険性が高くなります。

危険その２　転覆

基本その２

天候が悪いとき、不安なときはきっぱりと出航
中止!!

基本その３

やはりコンパクトなことから、ほかの船舶から発見されにく
く、夜間など視界が制限されているときには、衝突される危険
性がより高くなります。

危険その３　衝突

視界の悪いとき、早朝･夜間などは乗らない!!

推進機関の馬力が小さいことから、潮流に流され海岸へ
戻れなくなる危険性があります。

危険その４　漂流

基本その４
大勢で乗船したり、海岸から遠く離れない!!

免許がなくても船長になれますが、ルール･マナーを守らずに運航
することは、自分のみならず、他人にも危険をもたらします。

危険その１　海の知識不足

基本その１

海のルールを守る!!
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　  海の相談室だより　(七管本部海洋情報部)

　　　　　海図の中の「高さ」

　　海図では、島、灯台、橋、干出など対象となるものについて高さの基準が違います。これは
海図が船舶航行の安全を図るという立場から作られていることと関係があります。前回は潮の
高さ（海図の水深）の基準について紹介しましたが、今回は海図で使われている「高さ」につい
てご紹介します。下の図は、実際の地形の模式図と海図上の表現です。

橋・架空線の高さ
　その下を船舶が通過できなければならないので最高水面からの高さ
海岸線
　最大満潮時の水面である最高水面を基準とし、この海面が陸地と接する線です
塔・灯台・島の高さ（標高）
　標高は平均水面（現地の長期間にわたる観測で得られる面）からの高さ
干出する岩や浅瀬の高さ
　これより下に海面が下がらない面である最低水面からの高さ
暗礁の高さ
　低潮時に岩頂がほとんど水面と同一となって海水に洗われる岩（洗岩）は米（こめ）マーク
　低潮時に水面上に露出しない岩（暗岩）は＋マーク（記号または水深で表現）
水深の深さ
　最低水面からの深さ
　※平均水面、最高水面及び最低水面の高さは、海上保安庁長官が公示しています。

　　一般的な地図（陸図）の高さの基準面は、東京湾平均海面が標高の基準となっています。


